


議案第３８号 

 

   越前市市税賦課徴収条例の一部改正について 

 越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和８年５月２６日提出 

 

越前市長 平 林  透 

 

 

   越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 越前市市税賦課徴収条例（平成１７年越前市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３４条の７中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第

４項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに

第３６条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号に

おいて同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項

中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

 次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、

公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年

金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者 



(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用

を受けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者

であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円

以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号におい

て同じ。）（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以

下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所

得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有す

る者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有す

る者 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用

を受けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者

（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公

的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７

の３に定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しく

はひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未

満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額

が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を

「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書」を「同条第

１項の規定による申告書」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告

書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 公的年金等支払者の名称 

 (2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害



者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並

びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

 (3) 特定配偶者の氏名 

 (4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

 (5) その他施行規則で定める事項 

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２０

万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７

年」を「令和１２年」に改める。 

附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条の３第１

項又は附則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６

第３項又は第４項」に改める。 

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第

３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第１７条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の

２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号ま

でに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした

土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３

０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険

区 域 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定

都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡



に該当しないものとみなす。 

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８

条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、

当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第３３条第１項及び第２項

並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該

事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第１８条の

６の４で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定暗号

資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税

譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規

定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市

民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの

は、「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額」とする。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、第３４条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条

の８、第３４条の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に規定する特定



暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは附則第１９条の３第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

   附  則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第６３条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日 

 (2) 第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附則

第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分

に限る。）、附則第９条の２の改正規定及び附則第１７条の２の改正規定

並びに次条第４項の規定 令和１０年１月１日 

 (3) 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第

１９条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規

定  金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令

和８年法律第●●号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の越前市市税賦課徴収条例（以下「新条例」とい

う。）第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以

後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第３６条の３の３

第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的

年金等について提出したこの条例による改正前の越前市市税賦課徴収条例第

３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第７条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義



務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年

法律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条

の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条

第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定

す る 居 住 用 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第 １ ６ 項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含

む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する

既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５

項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に

規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１

７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同

条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当

該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等

（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる

同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めると

ころによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割

の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税

特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定によ

り同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特

例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条

第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修

住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限

る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により

同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特

例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の

用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課徴収条例附則第７条

の４の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項におい

て「３号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、３号施行日の属する年度分までの個人の市民税につい



ては、なお従前の例による。 

４ 前条第２号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課徴収条例附則第１７

条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の

施行の日以後に行う前条第１項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 前条第３号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課徴収条例附則第１９

条の３の規定は、３号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市

民税について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課徴収条例

第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 

 

 



議案第３９号  

 

越前市武道館設置及び管理条例の一部改正について  

越前市武道館設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

  令和８年５月２６日提出  

 

越前市長 平 林  透   

 

 

越前市武道館設置及び管理条例の一部を改正する条例  

越前市武道館設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第２２１号）の一部を

次のように改正する。  

別表第２項を削り、同表第３項中「、宿泊所和室」を削り、同項の表宿泊所の

項を削り、別表第３項を同表第２項とする。  

別表第４項の表宿泊所の部を削り、柔道場、剣道場の部中「４００円」を「１

，５００円」に改め、同項を同表第３項とする。  

 附  則  

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。  

 



議案第４０号 

 

越前市印鑑条例の一部改正について 

越前市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

越前市長 平 林  透 

 

 

越前市印鑑条例の一部を改正する条例 

 越前市印鑑条例（平成１７年越前市条例第８８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条第３項中「非漢字圏の外国人住民」の次に「（漢字圏の外国人住民のうち

本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含む。第

６条第１項第６号において同じ。）」を加える。 

   附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第４１号 

 

   越前市屋内遊び場設置及び管理条例の制定について 

 越前市屋内遊び場設置及び管理条例を次のとおり制定する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透   

 

 

   越前市屋内遊び場設置及び管理条例 

（設置） 

第１条 本市は、こどもの健全な育成を支援するため、天候にかかわらずこども

たちが安心して遊ぶことができる屋内遊び場を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 屋内遊び場の名称及び位置は、次のとおりとする。  

 (1) 名称 越前市屋内遊び場（以下「屋内遊び場」という。） 

 (2) 位置 越前市横市町第２８号１４番地の１ 

 （開場時間及び休場日） 

第３条 屋内遊び場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。 

 (1) 開場時間 午前１０時から午後６時まで 

 (2) 休場日 

  ア  火曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、この日以後

においてこの日に最も近い休日でない日） 

  イ  １２月２９日から翌年の１月３日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開場時間若しくは休

場日を変更し、又は臨時に休場することができる。 

 （施設） 

第４条 屋内遊び場には、次に掲げる施設を置く。 



(1) 遊び場フロア 

(2) 立体迷路 

（使用者の範囲） 

第５条 屋内遊び場を使用できる者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる

とおりとする。 

 (1) 満１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 

 (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認める者 

 (3) 保護者（前２号に掲げる者（以下これらを「こども」という。）の親権者

又は１８歳以上であって屋内遊び場内においてこどもを保護する責任を有

する者をいう。） 

 (4) 前号のほか、こどもに同伴する者 

 (5) 前各号に掲げる者が参加する屋内遊び場における催事等を開催する者 

 (6) その他市長が特に認めた者 

２ こどもが屋内遊び場を使用する場合は、前項第３号の保護者が同伴しなけれ

ばならない。 

（占有使用の許可） 

第６条 屋内遊び場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじ

め市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による許可をするときは、屋内遊び場の管理上必要な条

件を付すことができる。  

３ 第１項の規定による許可を受けた者（以下「占有使用者」という。）は、許

可を受けた目的以外に屋内遊び場を使用し、又は使用の権利を他に譲渡して

はならない。 

（占有使用の不許可） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の規定によ

る許可をしてはならない。 

 (1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

 (2) 施設又は付属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められると

き。 



 (3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。 

 (4) 暴力排除の趣旨に反するとき。 

 (5) 施設の管理上支障があると認められるとき。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。 

（許可の取消し等） 

第８条 市長は、占有使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占有

使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。  

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。 

(3) 使用許可の条件に違反したとき。 

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（原状回復の義務） 

第９条 占有使用者は、許可を受けた使用が終わったときは、速やかにこれを原

状に復さなければならない。 

２ 前項の規定は、前条の規定により使用の許可を取り消された場合は又は使用

を制限された場合に準用する。 

（入場及び使用の制限）  

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、入場

を拒否し、若しくは退場を命じ、又は使用の中止を命ずることができる。  

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められる者 

(3) 施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者 

(4) 施設に入場させ、又は施設を使用させることが、施設の管理上支障がある

と認められる者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める者 

（損害賠償等） 

第１１条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、設備、展示品等を毀

損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、これを原状に復

し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由



があると認めたときは、この限りでない。 

 （管理の代行） 

第１２条 市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により、市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に屋内遊び

場の管理を行わせることができる。 

 （指定管理者が行う業務） 

第１３条 指定管理者が行う屋内遊び場の管理業務は、次のとおりとする。 

(1) 屋内遊び場の維持管理に関する業務 

(2) 屋内遊び場の占有使用の許可及び使用調整に関する業務 

(3) 市長の承認を受け、屋内遊び場の開場時間若しくは休場日を変更し、又は

臨時に休場すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第５条から

第８条まで及び第１０条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、

これらの規定を適用する。 

（委任）  

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年８月４日から施行する。  

 （準備行為） 

２ 第６条の規定による使用の許可に係る必要な手続その他の行為については、

この条例の施行の日前においても行うことができる。  

 



議案第４２号 

 

   越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例の一部改正について 

 越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

越前市長 平 林  透 

 

 

越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条

例 

越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例（平成１７年越前市条例

第１２６号）の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「これを変更し、又は臨時に」を「開館時間を変更し、又は

臨時に開館若しくは」に改め、同条第１号中「午後１０時まで」の次に「（日曜

日は午後６時まで）」を加え、同条第２号ア中「（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）第２条に規定する国民の祝日（以下「国民の祝日」と

いう。）を除く。）」を削り、同号ウを同号エとし、同号イ中「国民の祝日」の

次に「（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第２条に規定す

る国民の祝日をいう。）」を加え、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のよう

に加える。 

イ 第３日曜日 

附 則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 



議案第４３号 

 

   越前市駐車場設置及び管理条例の一部改正について 

 越前市駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透 

 

 

   越前市駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例 

越前市駐車場設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第１７８号）の一部

を次のように改正する。 

第２条の表越前たけふ駅東パーク・アンド・ライド駐車場の項中「越前たけ

ふ駅東パーク・アンド・ライド駐車場」を「越前たけふ駅パーク・アンド・ライ

ド第１駐車場（以下「越前たけふ駅第１駐車場」という。）」に改め、同表に次

のように加える。 

越前たけふ駅パーク・アンド・ライド第２駐

車場（以下「越前たけふ駅第２駐車場」とい

う。） 

越前市岩内町８字７番 

越前たけふ駅パーク・アンド・ライド第３駐

車場（以下「越前たけふ駅第３駐車場」とい

う。） 

越前市大屋町１６字１１番３ 

越前たけふ駅パーク・アンド・ライド第４駐

車場（以下「越前たけふ駅第４駐車場」とい

う。） 

越前市大屋町３字２９番２ 

第５条中「の利用期間は、別表第２のとおり」を「に利用できる期間（月ぎ

め制による利用の場合を除く。）は、入場の日から起算して７日目の供用時間終

了時まで」に改める。 

第６条第１項を次のように改める。 



 駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）は、車両１台ごとに使用

料を負担しなければならない。 

第６条第２項中「使用料の種類」を「駐車場の利用形態」に、「駐車場」を

「駐車場、利用時間」に、「別表第３」を「別表第２」に改め、同条第３項中

「場合には」を「場合にあっては」に改める。 

第８条中「月ぎめ駐車場」を「月ぎめ制により駐車場」に改める。 

第９条の見出しを「（緊急車両等の使用料の特例）」に改め、同条第１項各

号列記以外の部分を次のように改める。 

 次に掲げる車両等を駐車場に駐車するときは、使用料を徴収しない。 

第９条第１項第１号中「緊急車両を駐車させるとき。」を「緊急自動車」に

改め、同項第２号中「を駐車させるとき。」を削り、同項第３号中「前２号」を

「前３号」に改め、「を駐車させるとき。」を削り、同項中第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 道路交通法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車及び同項第

１１号の２に規定する自転車 

第９条の次に次の１条を加える。 

（使用料の減額） 

第９条の２ 市長は、利用者が規則で定める公共交通機関を利用するために駐車

場を利用する場合は、規則に定めるところにより使用料を減額することがで

きる。 

２ 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めた場合は、使用料を減額するこ

とができる。 

 第１０条各号列記以外の部分中「駐車」を「駐車場の利用」に改める。 

 第１１条中「駐車場を利用しようとする者（以下「利用者」という。）」を

「利用者」に改める。 

 第１２条の見出しを「（休止）」に改め、同条中「一部」を「一部の供用」に

改める。 

 第２０条第１項第１号中「を休場し」を「の全部又は一部の供用を休止し」に

改め、同条第２項中「及び第１２条中「市長」とあるのは「指定管理者と、第１



３条第１項中「市長へ」とあるのは「指定管理者へ」」」を「、第１２条及び第

１３条第１項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」」に改める。 

 別表第１駐車場の項中「車両等」を「車両」に改め、同表越前市王子保駅駐車

場及び越前市武生駅東駐車場の項中「越前市王子保駅駐車場及び越前市武生駅東

駐車場」を「越前市王子保駅駐車場、越前市武生駅東駐車場、越前たけふ駅第２

駐車場、越前たけふ駅第３駐車場及び越前たけふ駅第４駐車場」に改め、同表越

前たけふ駅東パーク・アンド・ライド駐車場の項中「越前たけふ駅東パーク・ア

ンド・ライド駐車場」を「越前たけふ駅第１駐車場」に改め、「普通自動車」の

次に「（ただし、長さ５．００ｍ以下、幅１．９０ｍ以下及び高さ２．３０ｍ以

下のものに限る。）」を、「小型自動車」及び「軽自動車」の次に「のうち二輪

自動車以外のもの」を加え、同表摘要を次のように改める。 

  摘要 

    この表に掲げる車両に積載物があるときは、積載物を車両の一部とみな

し、当該車両に係る長さ、幅及び高さに係る制限は、普通自動車の制限

と同じとする。 

 別表第２を削る。 

 別表第３を次のように改める。 

 使用料 

 (1) 回数制によるもの 

                             （１回につき） 

駐車場 使用料 

越前市王子保駅駐車場 ２００円 

 (2) 時間制によるもの  

駐車場 利用時間 使用料 

越前市武生駅東駐車場 入場後８時間以内 ３００円

                                   入場後８時間超 ３ ０ ０ 円 に ８ 時 間 を 超 え る

ご と に １ ０ ０ 円 を 加 算 し た

額 

  



越前たけふ駅第１駐車

場及び越前たけふ駅第

２駐車場 

入場後２時間以内 無料 

入場後２時間超２４時

間以内 

入場後２時間を起算点とし

て１時間につき１００円。

ただし、５００円を上限と

する。 

入場後２４時間超 ５００円に入場後２４時間

を起算点として１時間につ

き１００円を加算した額

（加算額は、２４時間ごと

に５００円を上限とす

る。） 

越前たけふ駅第３駐車

場 

入場後２時間以内 無料 

入場後２時間超２４時

間以内 

入場後２時間を起算点とし

て１時間につき１００円。

ただし、４００円を上限と

する。 

入場後２４時間超 ４００円に入場後２４時間

を起算点として１時間につ

き１００円を加算した額

（加算額は、２４時間ごと

に４００円を上限とす

る。） 

摘要 

利用時間に１時間未満の端数がある場合は、これを１時間とみなして算定

する。 

(3) 月ぎめ制によるもの              

    （１月につき）  

越前市王子保駅駐車場 ３，０００円 利用期間が、１月未満の場合に 

  



越前市武生駅東駐車場 ６，０００円 ついては、これを１月とみなす。

越前たけふ駅第４駐車場 ４，０００円 

別表第３を別表第２とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年１月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の越前市駐車場設置及び管理条例別表第１及び別表第

２第２号の表の規定は、施行日以後に入場した車両に適用し、同日前に入場

した車両については、なお従前の例による。 



議案第４４号 

 

   越前市下水道条例等の一部改正について 

 越前市下水道条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

越前市長 平 林  透 

 

 

   越前市下水道条例等の一部を改正する条例 

（越前市下水道条例の一部改正） 

第１条 越前市下水道条例（平成１７年越前市条例第１８９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第２６条関係） 

(消費税等相当額を除く。) 

種別 基本水量 基本料金 超過水量 超過料金1㎥

につき 

一般汚水 5㎥ 1,250円  5㎥を超え10㎥以下 25円  

10㎥を超え30㎥以下 166円  

30㎥を超え50㎥以下 203円  

50㎥を超え100㎥以下 221円  

100㎥を超え300㎥以下 240円  

300㎥を超えるもの 258円  

特別汚水 5㎥ 50円  5㎥を超えるもの 5円 

備考  使用日数が１５日以下の月については、基本料金は基本料金の欄に

掲げる額の２分の１の額とし、基本水量の欄及び超過水量の欄に掲げる

数値は当該数値の２分の１の値とする。 

（越前市農業集落排水処理施設及び林業集落排水処理施設設置及び管理条例



の一部改正） 

第２条 越前市農業集落排水処理施設及び林業集落排水処理施設設置及び管理条

例（平成１７年越前市条例第１４１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１５条関係）従量制使用料   

  (消費税等相当額を除く。) 

種別 基本水量 基本料金 超過水量 超 過 料 金 （ 1

㎥につき） 

一般汚水 5㎥ 1,250円  5㎥を超え10㎥以下 25円  

10㎥を超え30㎥以下 166円  

30㎥を超え50㎥以下 203円  

50㎥を超え100㎥以下 221円  

100㎥を超え300㎥以下 240円  

300㎥を超えるもの 258円  

備考  使用日数が１５日以下の月については、基本料金は基本料金の欄に

掲げる額の２分の１の額とし、基本水量の欄及び超過水量の欄に掲げる

数値は当該数値の２分の１の値とする。 

別表第３中「２，３００円」を「２，８７５円」に、「５００円」を「６

２５円」に改め、同表備考第２項中「月は」を「月については」に改める。 

（越前市戸別公共浄化槽の整備に関する条例の一部改正） 

第３条 越前市戸別公共浄化槽の整備に関する条例（平成１７年越前市条例第１

９２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「２，３００円」を「２，８７５円」に、「５００円」を「６２

５円」に改め、同表備考中「月は」を「月については」に改める。 

別表第２中「６，６００円」を「８，２５０円」に、「８，１００円」を

「１０，１２５円」に、「１１，３００円」を「１４，１２５円」に、「１

４，８００円」を「１８，５００円」に、「２１，５００円」を「２６，８

７５円」に、「２５，９００円」を「３２，３７５円」に、「３０，３００

円」を「３７，８７５円」に改め、同表備考中「月は」を「月については」



に改める。 

   附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年８月１日から施行する。 

 （経過措置及び激変緩和措置） 

２ 第１条の規定による改正後の越前市下水道条例の規定にかかわらず、令和８

年８月又は同年９月に終期を迎える使用期における使用料については、なお

従前の例によるものとし、令和８年１０月から令和９年９月までの間に終期

を迎える使用期における使用料については、改正後の別表中「１，２５０円」

を「１，１２０円」と、「２５円」を「２２円」と、「１６６円」を「１４

９円」と、「２０３円」を「１８１円」と、「２２１円」を「１９８円」と、

「２４０円」を「２１５円」と、「２５８円」を「２３１円」と、「５０円」

を「４５円」と、「５円」を「４円」と読み替えて適用する。 

３ 第２条の規定による改正後の越前市農業集落排水処理施設及び林業集落排水

処理施設設置及び管理条例の規定にかかわらず、令和８年８月又は同年９月

に終期を迎える使用期における使用料については、なお従前の例によるもの

とし、令和８年１０月から令和９年９月までの間に終期を迎える使用期にお

ける使用料については、改正後の別表第２中「１，２５０円」を「１，１２

０ 円 」 と 、 「 ２ ５ 円 」 を 「 ２ ２ 円 」 と 、 「 １ ６ ６ 円 」 を 「 １ ４ ９ 円 」 と 、

「２０３円」を「１８１円」と、「２２１円」を「１９８円」と、「２４０

円」を「２１５円」と、「２５８円」を「２３１円」と、改正後の別表第３

中「２，８７５円」を「２，５７６円」と、「６２５円」を「５６０円」と

読み替えて適用する。 

４ 第３条の規定による改正後の越前市戸別公共浄化槽の整備に関する条例の規

定にかかわらず、令和８年８月又は同年９月に終期を迎える使用期における

使用料については、なお従前の例によるものとし、令和８年１０月から令和

９年９月までの間に終期を迎える使用期における使用料については、改正後

の別表第１中「２，８７５円」を「２，５７６円」と、「６２５円」を「５

６０円」と、改正後の別表第２中「８，２５０円」を「７，３９２円」と、



「１０，１２５円」を「９，０７２円」と、「１４，１２５円」を「１２，

６５６円」と、「１８，５００円」を「１６，５７６円」と、「２６，８７

５円」を「２４，０８０円」と、「３２，３７５円」を「２９，００８円」

と、「３７，８７５円」を「３３，９３６円」と読み替えて適用する。 

 



議案第４６号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、越前市市税賦課徴収条例の一部改

正について下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報

告し、承認を求める。 

  令和８年５月２６日提出 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

記  

専決第４号 

 

越前市市税賦課徴収条例の一部改正について 

 越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年３月３１日専決 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

   越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 越前市市税賦課徴収条例（平成１７年越前市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条第１項各号列記以外の部分中「第４７条の５第２項」を「第４７条

の５第３項」に改め、「、第８１条の６第１項」を削り、同項第２号及び第３号

中「第８１条の６第１項の申告書、」を削る。 

第 ３ ３ 条 第 ３ 項 中 「 以 下 本 項 及 び 次 項 並 び に 」 を 「 次 項 及 び 」 に 改 め 、



「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」

を加える。 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

 第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第

１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動

車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改

め、同項を同条第２項とする。 

 第８１条第１項を次のように改める。 

  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第８１条第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項

及び第４項を削る。 

第８１条の２中「者」を「もの」に改め、「（種別割にあっては第１号に限

る。）」を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第

３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「施行規則第３３号の４の２

様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改める。 

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 ９ ０ 条 の 見 出 し 並 び に 同 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 、 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 中 「 種 別

割」を「軽自動車税」に改める。 

第 ９ １ 条 第 ２ 項 中 「 第 ８ ０ 条 第 ３ 項 た だ し 書 」 を 「 第 ８ ０ 条 第 ２ 項 た だ し

書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自



動車税」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又

は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」

を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１

項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項

中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１

５条第２４項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２５項第１号

ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条

第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第６項中

「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に改め、

同条第７項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２

号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条

第２４項第３号イ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を

「附則第１５条第２４項第３号ロ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２

５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１１項から第

１３項までを削り、同条第１４項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条

第２７項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１５項中「附則第１５条第

３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第

１６項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を

同条第１３項とし、同条第１７項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条

第３６項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１８項中「附則第１５条第

４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第

１９項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を

同条第１６項とし、同条中第２０項を第１７項とし、第２１項を第１８項とし、



同条に次の１項を加える。 

１９ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１

７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０

項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第

２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２

５項」に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１

項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９

項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施

設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に

規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成

２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設

である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通

知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１

８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第

３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する

建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を

次のように改める。 

(3) 家 屋 が 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令

（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例

で定める特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条

第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、

「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項

中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から



令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第

４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４

月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属す

る年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４

項を削る。 

附則第１６条の２見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」

を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中

「の種別割」を削る。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第

３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及

び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に

改める。 

附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項第２

号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第

７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項

第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を

「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の越前市市税賦課

徴収条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方

税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改



正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 。 次 項 に お い て 「 旧 法 」 と い

う。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の

１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修

実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の

軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車

税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例に

よる。 

 （越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２６年越前市条例

第１３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第６条中「の種別割」を削る。 

 



議案第４７号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、越前市都市計画税条例の一部改正

について下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し、承認を求める。 

  令和８年５月２６日提出 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

記  

専決第５号 

 

越前市都市計画税条例の一部改正について 

 越前市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年３月３１日専決 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

   越前市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 越前市都市計画税条例（平成１７年越前市条例第７６号）の一部を次のように

改正する。 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条

第３１項」に改める。 

 附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条

第３５項」に改める。 

 附則第７項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条



第３６項」に改める。 

 附則第８項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条

第４０項」に改める。 

 附則第１７項中「、第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、

第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１

項若しくは第４４項」を「、第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第

１９項、第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、

第４０項若しくは第４３項」に改め、同項を附則第１８項とする。 

 附則第１６項中「附則第１０項及び第１２項」を「附則第１１項及び第１３

項」に、「附則第１０項及び第１３項」を「附則第１１項及び第１４項」に、

「附則第１１項、第１３項及び第１４項」を「附則第１２項、第１４項及び第１

５項」に、「附則第１３項から前項まで」を「附則第１４項から前項まで」に改

め、同項を附則第１７項とし、附則第１５項を附則第１６項とする。 

 附則第１４項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第１

５項とする。 

 附則第１３項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第１

４項とする。 

 附則第１２項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第１

３項とし、附則第１１項を附則第１２項とし、附則第１０項を附則第１１項とす

る。 

 附則第９項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に

改め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省

令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽

堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する

実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する

建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法



第１７条第３項第１号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に

適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

 (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平

成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定

める特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 附則第９項を附則第１０項とし、附則第８項の次に次の１項を加える。 

 （法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

９ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分

の１とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の越前市都市計画税条例の

規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度

分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を

改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性

等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課

する都市計画税については、なお従前の例による。 



議案第４８号  

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、原子力発電施設等立地地域指定に

よる固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について下記のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。  

  令和８年５月２６日提出  

 

越前市長 平 林  透   

 

 

記  

専決第６号  

 

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する

条例の一部改正について  

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例

の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

令和８年３月３１日専決  

 

越前市長 平 林  透  

 

 

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例 

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例

（平成１７年越前市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「旧武生市」を「本市」に改める。 

附 則 



この条例は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法（平成１

２年法律第１４８号）第３条第１項の規定により越前市を原子力発電施設等立地

地域として指定した旨の同条第３項の規定による公示の日から施行する。 

 



議案第４９号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、越前市国民健康保険税条例の一部

改正について下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを

報告し、承認を求める。 

  令和８年５月２６日提出 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

記  

専決第７号 

 

   越前市国民健康保険税条例の一部改正について 

 越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年３月３１日専決 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

   越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

越前市国民健康保険税条例（平成１８年越前市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

 第２６条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第２号中「３０万

５，０００円」を「３１万円」に改め、同項第３号中「５６万円」を「５７万円」

に改め、同条第３項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」

に改める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この条例による改正後の越前市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 

 



報告第３号 

 

   令和７年度越前市一般会計継続費逓次繰越しの報告について 

 令和７年度越前市一般会計継続費逓次繰越しについて、地方自治法施行令第１

４５条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透  



(単位：円)

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

3　民　生　費 2　児童福祉費
新公立認定こども園整備事業
（吉野地区認定こども園建築工事）

827,900,000 322,781,000 322,781,000 226,529,200 96,251,800 96,251,800 9,651,800 86,600,000

10 教 育 費 6 保健体育費
ス ポ ー ツ 施 設 管 理 運 営 事 業
（武道館耐震化機能向上工事）

345,297,000 134,258,000 134,258,000 47,526,000 86,732,000 86,732,000 2,932,000 83,800,000

1,173,197,000 457,039,000 457,039,000 274,055,200 182,983,800 182,983,800 12,583,800 170,400,000合　　　　計

予算計上額
前　年　度
逓次繰越額

計 繰 越 金
特 定 財 源

令和７年度越前市一般会計継続費繰越計算書

款 項 事 業 名 継続費の総額

令和７年度継続費予算現額

支出済額及び
支出見込額

残　額
翌　年　度
逓次繰越額

左 の 財 源 内 訳



報告第４号 

 

   令和７年度越前市一般会計繰越明許費繰越しの報告について 

 令和７年度越前市一般会計繰越明許費繰越しについて、地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透 



（単位 : 円）

1 総 務 管 理 費 新 幹 線 ・ 並 行 在 来 線 利 用 促 進 事 業 297,000 263,375 200,000 63,375

3
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 情 報 シ ス テ ム 管 理 事 業 1,848,000 1,848,000 1,848,000

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当 支 給 事 業 253,480,000 13,380,000 13,380,000

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 脱 炭 素 社 会 実 現 事 業 9,910,000 1,910,000 1,910,000

県 営 土 地 改 良 事 業 1,992,000 1,992,000 1,400,000 592,000

土 地 改 良 補 助 金 事 業 2,995,000 2,995,000 2,995,000

2 林 業 費 林 業 施 設 管 理 事 業 1,056,000 1,056,000 1,056,000

日 野 川 地 区 工 業 用 水 道 建 設 事 業 1,901,000 1,901,000 1,901,000

観 光 推 進 事 業 20,000,000 20,000,000 7,600,000 10,000,000 2,400,000

県 営 道 路 整 備 事 業 21,417,000 21,417,000 19,200,000 2,217,000

補 助 道 路 整 備 事 業 41,500,000 41,500,000 22,825,000 18,600,000 75,000

単 独 道 路 整 備 事 業 57,600,000 57,547,000 56,200,000 1,347,000

雪 寒 地 域 道 路 整 備 事 業 43,365,000 41,500,000 24,900,000 14,900,000 1,700,000

県 営 河 川 改 修 事 業 700,000 700,000 700,000

単 独 河 川 改 修 事 業 22,000,000 11,000,000 11,000,000

2 小 学 校 費 小 学 校 施 設 営 繕 事 業 125,429,000 125,429,000 27,334,000 97,900,000 195,000

3 中 学 校 費 中 学 校 施 設 営 繕 事 業 58,751,000 58,751,000 9,172,000 49,500,000 79,000

13 諸 支 出 金 1 公 営 企 業 費 水 道 事 業 会 計 事 業 3,900,000 3,900,000 3,900,000

668,141,000 407,089,375 7,600,000 111,369,000 269,600,000 18,520,375合　　　　　　計

1 農 業 費

道 路 橋 梁 費

3 河 川 費

10 教 育 費

7 商 工 費 1 商 工 費

8 土 木 費

2

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

2 総 務 費

6 農林水産業費

令和７年度越前市繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既　収　入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源



報告第５号 

 

   令和７年度越前市一般会計事故繰越しの報告について 

 令和７年度越前市一般会計事故繰越しについて、地方自治法施行令第１５０条

第３項において準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告

する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透   



令和７年度越前市一般会計事故繰越し繰越計算書

(単位：円)

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2　総　務　費 7 諸 費 地 域 防 災 対 策 事 業 6,406,400 2,000,000 4,406,400 4,406,400 4,406,400 4,400,000 6,400

地質調査を実施した結果、
地盤改良や埋設物の除去が
必要になり、工期に不測の
日数を要したため。

6,406,400 2,000,000 4,406,400 4,406,400 4,406,400 4,400,000 6,400合      計

支出負担
行　　為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

説 明
支 出 済 額 支出未済額

既 収 入
特定財源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 事 業 名
支出負担
行 為 額

左 の 内 訳



報告第６号  

 

   令和７年度越前市水道事業会計予算継続費逓次繰越しの報告について  

令和７年度越前市水道事業会計予算継続費逓次繰越しについて、地方公営企業

法施行令第１８条の２第１項の規定により、別紙のとおり報告する。  

  令和８年５月２６日提出  

 

                                             越前市長   平 林  透  

 

 



継続 費の 総額

水 道 事 業
費 用

中平吹町簡水統合認可
設 計 及 び 統 合 計 画
策 定 業 務

31,867,000 9,560,000 9,560,0001 営 業 費 用1

1
資 本 的
支 出

拡 張 費2
199,711,000 199,711,000 199,700,000 11,000499,276,000 199,711,000 199,711,000

9,560,000

円円 円 円 円 円 円

9,560,000

円 円 円

9,560,000

建 設 改 良
積 立 金

損 益 勘 定
留 保 資 金

給 水 収 益

円円

旧 白 山 簡 水 統 合
整 備 事 業

(単位：円)

令和７年度越前市水道事業会計継続費繰越計算書

款 項 事 業 名

令 和 ７ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

支 払 義 務
発 生 額

残 額
翌  年  度
逓次繰越額

翌 年 度 逓 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 内 訳 翌 年 度 逓 次
繰 越 額 に 係 る
繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の
購 入 限 度 額

予 算 計 上 額
前 年 度

逓 次 繰 越 額
計 企 業 債



報告第７号  

 

   令和７年度越前市水道事業会計予算繰越しの報告について  

 令和７年度越前市水道事業会計予算繰越しについて、地方公営企業法第２６条

第３項の規定により、別紙のとおり報告する。  

  令和８年５月２６日提出  

 

                                             越前市長   平 林  透  

 



　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額
(単位：円)

一 般 会 計
繰 入 金

工 事 負 担 金 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円

原浄水施設改良事業 143,355,000 35,585,000 107,563,000 107,563,000 207,000
機器の納期遅延等により、
工期を延長したため。

送配水施設改良事業 244,090,000 82,845,970 113,497,000 3,900,000 9,167,000 6,000,000 94,430,000 47,747,030
国の補正による前倒し。
関係機関との協議に日数を
要したため等。

　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による繰越額
(単位：円)

受託工事収益 給 水 収 益 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1
水道事業
費 用

1 営業費用 送配水施設改良事業 135,291,000 106,895,660 5,526,000 1,081,000 4,445,000 22,869,340
国の補正による前倒し。
関係機関との協議に日数を
要したため等。

説 明

説 明

事 業 名 不 用 額

翌年度繰越額に係
る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の
購 入 限 度 額

予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

令和７年度越前市水道事業会計予算繰越計算書

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に係
る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の
購 入 限 度 額

款

款 項

資 本 的
支 出

項

1
建 設
改 良 費

1



報告第８号  

 

   令和７年度越前市下水道事業会計予算継続費逓次繰越しの報告について  

令和７年度越前市下水道事業会計予算継続費逓次繰越しについて、地方公営企

業法施行令第１８条の２第１項の規定により、別紙のとおり報告する。  

  令和８年５月２６日提出  

 

                                             越前市長   平 林  透  

 

 



(単位：円)

予 算
計 上 額

前 年 度
逓 次 繰 越 額

計 国 庫 補 助 金 企 業 債
損 益 勘 定
留 保 資 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1
資 本 的
支 出

1
建 設
改 良 費

処 理 場 施 設
ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト
事 業 （ 第 ３ 期 ）

952,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 40,000,000 40,000,000

令和７年度越前市下水道事業会計継続費繰越計算書

事 業 名 継続費の総額

令 和 ７ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

支 払 義 務
発 生 額

残 額
翌 年 度
逓 次 繰 越 額

翌 年 度 逓 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 内 訳 翌 年 度 逓 次
繰 越 額 に 係 る
繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の
購 入 限 度 額

款 項



報告第９号  

 

   令和７年度越前市下水道事業会計予算繰越しの報告について  

 令和７年度越前市下水道事業会計予算繰越しについて、地方公営企業法第２６

条第３項の規定により、別紙のとおり報告する。  

  令和８年５月２６日提出  

 

                                             越前市長   平 林  透  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度越前市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

国 庫 補 助 金 企 業 債
損 益 勘 定
留 保 資 金

円 円 円 円 円 円 円 円

管 渠 整 備 事 業 311,545,000 195,005,230 23,746,000 8,123,000 15,600,000 23,000 92,793,770
国の補正による前倒し。
関係機関との協議に日数を要し
たため等。

処 理 施 設 建 設 事 業 263,666,000 166,834,000 88,162,000 44,081,000 31,000,000 13,081,000 8,670,000
国の補正による前倒し。
関係機関との協議に日数を要し
たため等。

地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による繰越額
(単位：円)

国 庫 補 助 金 県 補 助 金 使 用 料 収 入

円 円 円 円 円 円 円

越前市下水道使用料
改 定 検 討 業 務
委 託 事 業

4,000,000 4,000,000 4,000,000
債務負担行為による２か年継続
事業（初年度事業費を繰越）

農 業 農 村 整 備 事 業
総 合 支 援 事 業

8,660,000 8,660,000 7,200,000 270,000 1,190,000 国の補正による前倒し。

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説 明

1 営 業 費 用

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

下 水 道
事 業 費 用

1

款 項

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説 明

1
建 設
改 良 費

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

款 項

資 本 的
支 出

1



報告第１０号  

 

   賃貸借契約の変更の報告について  

 議会の議決に付すべき契約以外の契約の報告に関する条例第２条の規定により

報告した賃貸借契約を次のとおり変更したので、報告する。  

  令和８年５月２６日提出  

 

                      越前市長 平 林  透   

 

 

市が賃借人となる契約金額２，０００万円以上の賃貸借契約 

契 約 の 名 称 越前市町内ＬＥＤ防犯灯賃貸借契約  

契 約 の 目 的 ＬＥＤ防犯灯の賃貸借  

契 約 の 金 額 
当初契約金額  ２４２，０００，０００円  
変更後契約金額 ２２３，２７３，６００円  

契 約 の 方 法 随意契約 

契 約 の 相 手 方 の 

住 所 及 び 氏 名 

越前市芝原四丁目５番２２号 

林電気株式会社 

契約締結の年月日 
当初契約 令和７年３月２８日  
変更契約 令和８年３月３０日  

契 約 の 期 間 
令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで 

（賃貸借の期間） 

所 管 課 総務部市民協働課  

 



報告第１１号  

 

   賃貸借契約の変更の報告について  

 議会の議決に付すべき契約以外の契約の報告に関する条例第２条の規定により

報告した賃貸借契約を次のとおり変更したので、報告する。  

  令和８年５月２６日提出  

 

                       越前市長 平 林  透  

 

 

市が賃借人となる契約金額２，０００万円以上の賃貸借契約 

契 約 の 名 称 令和７年度越前市ＬＥＤ照明器具リース業務  

契 約 の 目 的 ＬＥＤ照明器具の賃貸借  

契 約 の 金 額 
当初契約金額  １４４，２４９，６００円  
変更後契約金額 １４９，５７８，９６８円  

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札による契約 

契 約 の 相 手 方 の 

住 所 及 び 氏 名 

福井市大手３丁目１番１３号 

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 福井営業所 

契約締結の年月日 
当初契約 令和７年６月６日  
変更契約 令和８年３月９日  

契 約 の 期 間 
令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで 

（賃貸借の期間） 

所 管 課 環境農林部環境政策課  

 



報告第１２号 

 

   専決処分の報告について 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害の賠償について、下記のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透  

 

 

記  

専決第８号 

 

   損害の賠償について 

 本市は、事故被害者に対して、次により損害を賠償する。 

  令和８年４月７日専決 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

１  賠償の理由  

  令和８年１月１８日午後１時頃、越前市高木町地係市道第４４８８号線にお

いて、相手方所有の自動車が走行した際、道路が破損しており、タイヤに損

害が生じたので、過失割合に応じて賠償する。  

２ 賠償の金額  ５，６１０円 

３ 賠償の相手方 越前市余田町 

         個人 



報告第１３号 

 

   専決処分の報告について 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害の賠償について、下記のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透   

 

 

記  

専決第９号 

 

   損害の賠償について 

 本市は、事故被害者に対して、次により損害を賠償する。 

  令和８年４月７日専決 

 

  越前市長 平 林  透   

 

 

１  賠償の理由  

  令和８年２月９日午前６時４０分頃、越前市南二丁目地係市道第１２８３号

線において、相手方所有の自動車が側溝の上を通過した際、グレーチングが

ずれていたためグレーチングが跳ね上がり、車体に損害が生じたので、過失

割合に応じて賠償する。  

２ 賠償の金額  １９，６００円  

３ 賠償の相手方 越前市南二丁目 

         個人 



報告第１４号 

 

   専決処分の報告について 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害の賠償について、下記のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

  令和８年５月２６日提出 

 

                       越前市長 平 林  透  

 

 

記  

専決第１０号 

 

   損害の賠償について 

 本市は、事故被害者に対して、次により損害を賠償する。 

  令和８年４月９日専決 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

１  賠償の理由  

  令和８年２月２１日午前９時１０分頃、越前市平林町地係市道第４０６０号

線において、相手方所有の自動車が側溝の上を通過した際、グレーチングが

破損しており、タイヤに損害が生じたので、過失割合に応じて賠償する。  

２ 賠償の金額  ４，３４８円  

３ 賠償の相手方 越前市平林町  

         個人 


